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公共下水道施設機能の保全と道路陥没などによる二次事故の防止
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直営 平成21年度

公共下水道使用者及び道路通行者

下水道長寿命化支援制度を活用し、中長期的視点に立ち、開発団地毎に効率的な更新計画を進める。
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長寿命化計画を基本に、貴望ヶ丘地区の公共下水道（汚水）管渠の改築工事を約1,000m行う。　
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大阪府が施工する流域下水道の建設事業費を負担する。
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直営 昭和48年度

公共下水道（汚水）使用者

大阪府により計画的な施設の整備を行っていく。
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細事業：下水道長寿命化対策事業（汚水）                             

１．長寿命化対策の概要 

  貴望ケ丘団地内の汚水管渠９８３ｍの布設替、管更生を行った。 

（１）委託料 

委 託 名 金額（円） 期 間 委 託 概 要 

平成 24 年度公共下水道天野川

処理分区外地質調査業務 
1,344,000 

H24.8.6～ 

H25.3.26 

地質調査 

  土質ボーリング N=８箇所 

公共下水道貴望ケ丘地区（その

２）長寿命化実施設計業務 
5,229,000 

H24.8.2～ 

H25.3.25 
測量・調査・設計業務 一式 

平成 24 年度下水道工事に伴う

家屋調査業務（その２）外１件 
1,885,065 

H24.8.23～ 

H25.3.26 

家屋調査   

事前５９件、事後３件 

計  8,458,065   

（２）工事請負費 

工 事 名 金額（円） 期 間 工 事 概 要 

公共下水道北貴望ケ丘工事 

（その１）汚水管渠工事 
61,163,550 

H24.8.3～ 

H25.3.25 
施工延長 L=348.2m 

公共下水道南貴望ケ丘工事 

（その１）汚水管渠工事 
22,571,850 

H24.8.2～ 

H25.3.25 
施工延長 L=260.53m 

公共下水道南貴望ケ丘工事 

（その２）汚水管渠工事 
29,298,150 

H24.8.6～ 

H25.3.25 
施工延長 L=373.97m 

計 113,033,550   

（３）補償費及び賠償金 

補 償 名 金額（円） 期 間 補 償 概 要 

公共下水道北貴望ケ丘（その

１）汚水管渠工事に伴うガス導

管移設工事 

5,439,000 
H24.9.13～ 

H25.3.25 
ガス導管移設 L=145.2m 

計 5,439,000   

細事業：流域下水道事業負担金                             

１．流域下水道事業負担金 

本市の公共下水道により集められた汚水を適正に処理した。 

(1) 負担金、補助及び交付金 

  ① 市内の各家庭や工場から排出される汚水を処理するため、大阪府が施工する施設（狭山水みらいセンタ

ー、中継ポンプ場及び管渠等）の建設負担金を負担した。 

    大和川下流南部流域下水道建設負担金             ２８，７０４，６７２円      

   ② 大阪府が管理する狭山水みらいセンターは、本市のほかに大阪狭山市及び富田林市の３市の汚水を処理

しているため、処理場周辺の環境整備事業費を一定基準により三市で負担した。 

     狭山水みらいセンター周辺環境整備事業負担金            ４０２，７００円 


